
平成３０年２月１５日

平成３０年第１回

宮代町議会定例会議案書



議案番号 件 名 頁

議案第１ 号 専決処分の承認を求めることについて １

議案第２ 号 宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正

する条例について

３

議案第３ 号 宮代町立コミュニティセンター進修館条例の一部を改正する

条例について

５

議案第４ 号 宮代町都市公園条例の一部を改正する条例について ７

議案第５ 号 宮代町個人情報保護条例及び宮代町情報公開条例の一部を改

正する条例について

９

議案第６ 号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例について １１

議案第７ 号 みやしろ健康福祉事業運営委員会条例の一部を改正する条例

について

１３

議案第８ 号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について

１５

議案第９ 号 宮代町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例に

ついて

１７

議案第１０号 宮代町国民健康保険支払基金条例を廃止する条例について １９

議案第１１号 宮代町土地区画整理事業推進基金条例を廃止する条例につい

て

２１

議案第１２号 町道路線の認定について ２３

議案第１３号 町道路線の廃止について ２４

議案第１４号 宮代町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

２５

議案第１５号 宮代町監査委員の選任につき同意を求めることについて ２６

議案第１６号 宮代町公平委員会の委員の選任につき同意を求めることにつ

いて

２７

議案第１７号 宮代町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求

めることについて

２８



議案番号 件 名 頁

議案第１８号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減

少について

２９

議案第１９号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について ３０

議案第２０号 平成２９年度宮代町一般会計補正予算（第５号）について ３２

議案第２１号 平成２９年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について

３３

議案第２２号 平成２９年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

について

３４

議案第２３号 平成２９年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

について

３５

議案第２４号 平成２９年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

について

３６

議案第２５号 平成３０年度宮代町一般会計予算について ３７

議案第２６号 平成３０年度宮代町国民健康保険特別会計予算について ３８

議案第２７号 平成３０年度宮代町介護保険特別会計予算について ３９

議案第２８号 平成３０年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算について ４０

議案第２９号 平成３０年度宮代町公共下水道事業特別会計予算について ４１

議案第３０号 平成３０年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算について ４２

議案第３１号 平成３０年度宮代町水道事業会計予算について ４３



１

議案第１号

専決処分の承認を求めることについて

平成２９年度宮代町一般会計補正予算（専決第２号）について、別紙のとおり専

決処分したので、その承認を求める。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

公設宮代福祉医療センターにおける介護用備品が故障し、施設運営に支障をきた

したため、緊急に買い替える予算を計上する必要が生じたことから、平成２９年度

宮代町一般会計予算に７４５万２，０００円を追加し、総額を１０３億７６２万

２，０００円とすることについて専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項

の規定により、この案を提出するものである。



２

専 決 処 分 書

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の

規定により、専決処分する。

平成２９年度宮代町一般会計補正予算（専決第２号）（別冊）

平成３０年１月２９日

宮代町長 新 井 康 之



３

議案第２号

宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について

宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、宮代町重

度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条

第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。



４

宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例

宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例（昭和５０年宮代町条例第１０号）

の一部を次のように改正する。

第３条第１項第１号キ中「他の市町村の行う国民健康保険の被保険者である者」

を「他の市町村の区域内に住所を有するとみなされる者」に改め、同号ク中「法律

第５５条」の次に「及び第５５条の２」を加え、同項第８号中「町が行う国民健康

保険の被保険者である者」を「宮代町の区域内に住所を有するとみなされる者」に

改め、同項第１０号を第１１号とし、同項第９号の次に次の１号を加える。

（１０）高齢者の医療の確保に関する法律第５５条の２の規定により、埼玉県後期

高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、宮代町の区

域内に住所を有するとみなされていた者

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



５

議案第３号

宮代町立コミュニティセンター進修館条例の一部を改正する条例について

宮代町立コミュニティセンター進修館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

宮代町立コミュニティセンター進修館の談話室改修に伴い施設使用料を徴収する

ため、宮代町立コミュニティセンター進修館条例の一部を改正したいので、地方自

治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。



６

宮代町立コミュニティセンター進修館条例の一部を改正する条例

宮代町立コミュニティセンター進修館条例（昭和５５年宮代町条例第７号）の一

部を次のように改正する。

別表のうち１ 基本使用料の表茶室の項の次に次のように加える。

談話室 ３００円

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の宮代町立コミュニティセンター進修館条例の規定は、

この条例の施行の日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使

用料については、なお従前の例による。



７

議案第４号

宮代町都市公園条例の一部を改正する条例について

宮代町都市公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

都市公園法施行令の一部改正に伴い、宮代町都市公園条例の一部を改正したいの

で、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。



８

宮代町都市公園条例の一部を改正する条例

宮代町都市公園条例（平成５年宮代町条例第３号）の一部を次のように改正する。

第１条の４に次の１項を加える。

２ 一の都市公園に運動施設として設けられる敷地面積の総計は、当該都市公園の

敷地面積の１００分の５０を超えてはならない。

第１条の５第１項中「前条ただし書」を「前条第１項ただし書」に改める。

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



９

議案第５号

宮代町個人情報保護条例及び宮代町情報公開条例の一部を改正する条例につ

いて

宮代町個人情報保護条例及び宮代町情報公開条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、宮代町個人情報保護条例及び宮

代町情報公開条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規

定により、この案を提出するものである。



１０

宮代町個人情報保護条例及び宮代町情報公開条例の一部を改正する条例

（宮代町個人情報保護条例の一部改正）

第１条 宮代町個人情報保護条例（平成１１年宮代町条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。

第２条第２号を次のように改める。

（２）個人情報 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を

除く。）であって、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しく

は電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式をいう。）で作られる記録をいう。以

下同じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法

を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）

により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合すること

ができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを

含む。）

イ 個人識別符号が含まれるもの

第２条中第８号を第１０号とし、第４号から第７号までを２号ずつ繰り下げ、

同条第３号中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式により作られた記録をいう。以下同じ。）」を削り、同号を同

条第５号とし、同条第２号の次に次の２号を加える。

（３）個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５８号。以下「行政機関個人情報保護法」という。）第２条第３

項に規定する個人識別符号をいう。

（４）要配慮個人情報 行政機関個人情報保護法第２条第４項に規定する要配慮

個人情報をいう。

第６条第２項中「次に掲げる事項に関する個人情報」を「要配慮個人情報」に

改め、同項ただし書中「当該個人情報」を「当該要配慮個人情報」に改め、同項

各号を削る。

（宮代町情報公開条例の一部改正）

第２条 宮代町情報公開条例（平成１１年宮代町条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。

第７条第１項第２号中「その他の記述等」の次に「（文書、図画若しくは電磁

的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表

された一切の事項をいう。次条第２項において同じ。）」を加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



１１

議案第６号

宮代町介護保険条例の一部を改正する条例について

宮代町介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３０年度からの介護保険料の改定及び介護保険法の一部改正等に伴い、宮代

町介護保険条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定

により、この案を提出するものである。



１２

宮代町介護保険条例の一部を改正する条例

宮代町介護保険条例（平成１２年宮代町条例第１２号）の一部を次のように改正

する。

第４条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平

成３２年度まで」に改め、同項第６号中「（以下「合計所得金額」という。）」の

次に「（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第

１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所

得金額から令第３８条第４項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下

この項において同じ。）」を加え、同項第７号ア中「１９０万円未満」を「２００

万円未満」に改め、同項第８号ア中「２９０万円未満」を「３００万円未満」に改

め、同条第２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平

成３２年度まで」に改める。

第１７条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の宮代町介護保険条例第４条の規定は、平成３０年度以後の年度分の保

険料について適用し、平成２９年度以前の年度分の保険料については、なお従前

の例による。



１３

議案第７号

みやしろ健康福祉事業運営委員会条例の一部を改正する条例について

みやしろ健康福祉事業運営委員会条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出

する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

障害児福祉計画及び地域福祉計画の策定にあたり、みやしろ健康福祉事業運営委

員会条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、

この案を提出するものである。



１４

みやしろ健康福祉事業運営委員会条例の一部を改正する条例

みやしろ健康福祉事業運営委員会条例（平成１４年宮代町条例第８号）の一部を

次のように改正する。

第２条第１号中「及び障害者の日常生活」を「、障害者の日常生活」に改め、「障

害福祉計画」の次に「及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の２０

第１項の規定による障害児福祉計画」を加え、同条中第３号を第４号とし、同条第２

号中「みやしろ健康福祉プラン」を「前２号に規定する計画」に、「監視」を「点検」

に改め、同号を同条第３号とし、同条第１号の次に次の１号を加える。

（２）社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条第１号の規定による地域

福祉計画の策定又は変更に関する審議

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



１５

議案第８号

特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

地方公務員法第３条第３項第３号に規定する非常勤職員として、徴収事務指導員

を新たに任用することに伴い、特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出

するものである。



１６

特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年宮代町条例第１０号）

の一部を次のように改正する。

別表のうち３ その他の特別職の表さわやか相談員の項の次に次のように加える。

徴収事務指導員 月額１８０，０００円

別表のうち３ その他の特別職の表備考第２項中「及びスポーツ推進委員」を「、

スポーツ推進委員及び徴収事務指導員」に改める。

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



１７

議案第９号

宮代町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について

宮代町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出す

る。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、宮代町後

期高齢者医療に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第

１号の規定により、この案を提出するものである。



１８

宮代町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

宮代町後期高齢者医療に関する条例（平成１９年宮代町条例第２７号）の一部を

次のように改正する。

第３条第２号中「第５５条第１項」の次に「（法第５５条の２第２項において準

用する場合を含む。）」を加え、「同項」を「法第５５条第１項」に改め、同条第

３号中「法第５５条第２項第１号」の次に「（法第５５条の２第２項において準用

する場合を含む。）」を加え、同条第４号中「法第５５条第２項第２号」の次に「(法

第５５条の２第２項において準用する場合を含む。)」を加え、「最後に行った同号」

を「最後に行った法第５５条第２項第２号」に改め、同条に次の１号を加える。

（５）法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保

険法（昭和３３年法律第１９２号）第１１６条の２第１項及び第２項の規定の

適用を受け、これらの規定により町に住所を有するものとみなされた国民健康

保険の被保険者であった被保険者

附則中第２条を削り、第３条を第２条とする。

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



１９

議案第１０号

宮代町国民健康保険支払基金条例を廃止する条例について

宮代町国民健康保険支払基金条例を廃止する条例を別紙のとおり提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

国民健康保険制度の運営の都道府県化に伴い、支払基金の設置目的が終了するた

め、宮代町国民健康保険支払基金条例を廃止したいので、地方自治法第９６条第１

項第１号の規定により、この案を提出するものである。



２０

宮代町国民健康保険支払基金条例を廃止する条例

宮代町国民健康保険支払基金条例（昭和３９年宮代町条例第９号）は、廃止する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



２１

議案第１１号

宮代町土地区画整理事業推進基金条例を廃止する条例について

宮代町土地区画整理事業推進基金条例を廃止する条例を別紙のとおり提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

幸手都市計画事業道仏土地区画整理事業が換地処分されたため、宮代町土地区画

整理事業推進基金条例を廃止したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定

により、この案を提出するものである。



２２

宮代町土地区画整理事業推進基金条例を廃止する条例

宮代町土地区画整理事業推進基金条例（平成１０年宮代町条例第２号）は、廃止

する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



２３

議案第１２号

町道路線の認定について

次のとおり町道路線を認定することについて議決を求める。

整理

番号
路 線 名

起 点 重 要 な

経 過 地終 点

１ 第７１号線
宮代町大字国納８４７番１地先

宮代町大字国納８９６番９地先

２ 第７２号線
宮代町大字和戸１７６５番３地先

宮代町大字和戸１９１８番地先

３ 第６６０号線
宮代町大字和戸１４８４番１地先

宮代町大字和戸１４４４番１地先

４ 第１６４０号線
宮代町大字国納９０４番４地先

宮代町大字和戸１７６２番２地先

５ 第１６４１号線
宮代町大字国納９０５番４地先

宮代町大字国納８６７番２地先

６ 第１６４２号線
宮代町大字国納８８５番５地先

宮代町大字国納８８５番３地先

７ 第１６４３号線
宮代町大字和戸１６６５番２地先

宮代町大字国納７０７番２地先

８ 第１６４４号線
宮代町大字国納７３０番４地先

宮代町大字和戸１５８１番２地先

９ 第１６４５号線
宮代町大字和戸１３７１番３地先

宮代町大字和戸１３６３番５地先

１０ 第１６４６号線
宮代町大字和戸１３６０番５地先

宮代町大字和戸１３５７番２地先

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

首都圏中央連絡自動車道の建設に伴い整備された機能補償道路を町道路線として

認定したいので、道路法第８条第２項の規定により、この案を提出するものである。



２４

議案第１３号

町道路線の廃止について

次のとおり町道路線を廃止することについて議決を求める。

整理

番号
路 線 名

起 点 重要な

経過地終 点

１ 第７１号線
宮代町大字国納８４７番１地先

宮代町大字国納９０４番地先

２ 第７２号線
宮代町大字国納９０５番地先

宮代町大字和戸１９１８番地先

３ 第６６０号線
宮代町大字和戸１４８１番１地先

宮代町大字和戸１４４４番１地先

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

首都圏中央連絡自動車道の建設に伴い整備された機能補償道路の町への帰属に伴

い、町道路線の廃止をしたいので、道路法第１０条第３項の規定により、この案を

提出するものである。



２５

議案第１４号

宮代町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

次の者を宮代町教育委員会の委員に任命することについて同意を求める。

１ 住 所 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸３丁目８番１７号

２ 氏 名 菊 地 信 一

３ 生年月日 昭和２７年７月１５日

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

新たに菊地信一氏を教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第４条第２項の規定により、この案を提出するものである。



２６

議案第１５号

宮代町監査委員の選任につき同意を求めることについて

次の者を宮代町監査委員に選任することについて同意を求める。

１ 住 所 埼玉県南埼玉郡宮代町宮代台３丁目２０番１４号

２ 氏 名 新 祖 章

３ 生年月日 昭和２７年３月１３日

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

新たに新祖 章氏を監査委員に選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の規

定により、この案を提出するものである。



２７

議案第１６号

宮代町公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについて

次の者を宮代町公平委員会の委員に選任することについて同意を求める。

１ 住 所 埼玉県南埼玉郡宮代町字東４５４番地１４

２ 氏 名 田 口 寿 美 子

３ 生年月日 昭和４１年７月３１日

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

現公平委員会の委員である田口寿美子氏を引き続き委員に選任したいので、地方

公務員法第９条の２第２項の規定により、この案を提出するものである。



２８

議案第１７号

宮代町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて

次の者を宮代町固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて同意を求

める。

１ 住 所 埼玉県南埼玉郡宮代町字金原１４８番地

２ 氏 名 関 永 一 德

３ 生年月日 昭和２８年６月２６日

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

現固定資産評価審査委員会の委員である関永一德氏を引き続き委員に選任したい

ので、地方税法第４２３条第３項の規定により、この案を提出するものである。



２９

議案第１８号

埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、平成３０

年３月３１日をもって埼玉県市町村総合事務組合から入間東部地区衛生組合を脱退

させることについて、議決を求める。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

埼玉県市町村総合事務組合から入間東部地区衛生組合を脱退させることについて

協議したいので、地方自治法第２９０条の規定により、この案を提出するものであ

る。



３０

議案第１９号

埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、埼玉県

市町村総合事務組合規約を次のとおり変更することについて、議決を求める。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３０年４月１日から入間東部地区消防組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村

総合事務組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第２９０条

の規定により、この案を提出するものである。



３１

埼玉県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約

埼玉県市町村総合事務組合規約（平成１８年指令市第７４５号）の一部を次のよ

うに変更する。

別表第１及び別表第２第４条第１号に掲げる事務の項組合市町村の欄中「北本地

区衛生組合 入間東部地区衛生組合」を「北本地区衛生組合」に、「入間東部地区

消防組合」を「入間東部地区事務組合」に改める。

附 則

この規約は、平成３０年４月１日から施行する。



３２

議案第２０号

平成２９度宮代町一般会計補正予算（第５号）について

平成２９年度宮代町一般会計補正予算（第５号）を別冊のとおり提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

各種事業実績の確定による減額並びに国県支出金の返還及び国民健康保険特別会計

への繰出金の増額などに伴い平成２９年度宮代町一般会計予算から１億６，８６５万

９，０００円を減額し、総額を１０１億３，８９６万３，０００円とすることについ

て、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。



３３

議案第２１号

平成２９年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について

平成２９年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提

出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

各種事業実績及び各種交付金交付見込み額の減額等に伴い、平成２９年度宮代町国

民健康保険特別会計予算から２億１，４３３万４，０００円を減額し、総額を４７億

６，２３４万２，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定

により、この案を提出するものである。



３４

議案第２２号

平成２９年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について

平成２９年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり

提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

埼玉県後期高齢者医療広域連合納付金の増額等に伴い、平成２９年度宮代町後期高

齢者医療特別会計予算に１，７８５万２，０００円を追加し、総額を４億５，７９１万

１，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この

案を提出するものである。



３５

議案第２３号

平成２９年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）について

平成２９年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり

提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

事業費の確定に伴い、平成２９年度宮代町公共下水道事業特別会計予算から

５，６７７万円を減額し、総額を１０億７８３万３，０００円とすることについて、

地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。



３６

議案第２４号

平成２９年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）について

平成２９年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとお

り提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

事業費の確定に伴い、平成２９年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算から

４２５万円を減額し、総額を５，３７７万２，０００円とすることについて、地方

自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。



３７

議案第２５号

平成３０年度宮代町一般会計予算について

平成３０年度宮代町一般会計予算を別冊のとおり提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３０年度宮代町一般会計予算の総額を９６億３，４００万円とすることにつ

いて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、この案を提出するものである。



３８

議案第２６号

平成３０年度宮代町国民健康保険特別会計予算について

平成３０年度宮代町国民健康保険特別会計予算を別冊のとおり提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３０年度宮代町国民健康保険特別会計予算の総額を３９億５，０５４万

２，０００円とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定によりこの

案を提出するものである。



３９

議案第２７号

平成３０年度宮代町介護保険特別会計予算について

平成３０年度宮代町介護保険特別会計予算を別冊のとおり提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３０年度宮代町介護保険特別会計予算の総額を２９億８，９８０万２，０００円

とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。



４０

議案第２８号

平成３０年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算について

平成３０年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算を別冊のとおり提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３０年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算の総額を４億９，３８３万

６，０００円とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、こ

の案を提出するものである。



４１

議案第２９号

平成３０年度宮代町公共下水道事業特別会計予算について

平成３０年度宮代町公共下水道事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３０年度宮代町公共下水道事業特別会計予算の総額を９億７，８５５万

７，０００円とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、こ

の案を提出するものである。



４２

議案第３０号

平成３０年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算について

平成３０年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３０年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算の総額を５，２７２万

４，０００円とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、こ

の案を提出するものである。



４３

議案第３１号

平成３０年度宮代町水道事業会計予算について

平成３０年度宮代町水道事業会計予算を別冊のとおり提出する。

平成３０年２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３０年度宮代町水道事業会計予算の収益的収入及び支出のうち収益的収入の予

定額を８億３，４８０万５，０００円とし、収益的支出の予定額を７億２，４６１万

円とすることについて、また、資本的収入及び支出のうち資本的収入の予定額を

１，９０５万２，０００円とし、資本的支出の予定額を４億９，１５７万円とする

ことについて、地方公営企業法第２４条第２項の規定により、この案を提出するも

のである。


